
幼保連携型認定こども園

○記入要領

・　特に指定のあるもの以外は、令和２年度の状況を記入してください。
・　回答をあらかじめ用意した設問については、該当するものに○を付けてください。
・　設問によっては、重複する事項が生じている場合がありますが、該当がある場合は
　　記入してください。

　

《この資料で用いる法令等の略称》

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

児童処遇　１ （２こども）

学校教育法（昭和22年法律第26号）

学教令 学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）

学教規則

公定価格に関するＦＡＱ（よくある質問）

公定価格留意事項

学校保健安全法施行規則（昭和33年文部省令第18号）

幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成26年内閣府告示第1号）

認こ園令

認こ園規則

幼保基準条例

運営基準条例

要領解説

学保規則

学教法

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成26年内閣府令第2号）

幼保基準取扱通知

学校保健安全法（昭和33年法律第56号）

学校保健安全法施行令（昭和33年政令第174号）

学校環境衛生基準（平成21年文部科学省告示第60号）

園　名

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令（平成26年政令第203号）

久留米市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例（平成26年条例第26号）

久留米市特定教育・保育施設の運営の基準に関する条例（平成26年条例第28号）

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて（平成26年11月28日付３府省局長通知）

学校環境衛生基準

学保法

学保令

学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）

教育保育要領

幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説

特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について（平成28年8月23日付３府省局長通知）

公定価格ＦＡＱ

認定こども園指導監督資料

【児童処遇・11頁】

法　人　名

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）認こ園法



１　教育・保育方針（処遇計画）

(1)全体的な計画は、適正に策定されていますか。 ★ 教育保育要領 第1章第2.1(1)

策定している

(2)全体的な計画を保護者に説明していますか。また、保護 ★ 教育保育要領 第1章第2.1(2)

者の見えるところに掲示していますか。 ★ 認こ園法 第24条

☆ 運営基準条例 第28条第1項

説明している
掲示している

(3)全体的な計画に基づき、実際の教育・保育内容を具体化
した次の指導計画が策定されていますか。

★ 教育保育要領 第1章第2.2

(4)３歳未満児については、個人差に即して個別的な指導計 ★ 教育保育要領 第1章第3.4

画を作成していますか。

２　教育・保育の内容

(1)保育教諭等は、一人一人の子どもの発達過程やその連続 ★ 教育保育要領 第2章第4.2

性を踏まえ、次の事項に配慮して教育・保育していますか。

ア 園児の心身の発達及び活動の実態などの個人差を踏 ★ 教育保育要領 第2章第4.2(1)

まえるとともに、一人一人の園児の気持ちを受け止め
援助していますか。

イ 園児の健康は、生理的・身体的な育ちとともに、自主 ★ 教育保育要領 第2章第4.2(2)

性や社会性、豊かな感性の育ちがあいまってもたらさ
れることに留意していますか。

ウ 園児が自ら周囲に働き掛け、試行錯誤しつつ自分の力 ★ 教育保育要領 第2章第4.2(3)

で行う活動を見守りながら、適切に援助していますか。

エ 園児の入園時の教育・保育に当たっては、できるだけ ★ 教育保育要領 第2章第4.2(4)

個別的に対応し、園児が安定感を得て、次第に幼保連
携型認定こども園の生活になじんでいくようにすると
ともに、既に入園している園児に不安や動揺を与えな
いように配慮していますか。

児童処遇　２ (３こども）

いない

いない

いる

　

　

　

いる　

いる

いない　

いない

無

いる

　

無

　

長期指導計画
年間計画

いない

有

月間計画
無

　

いない

いない

　

短期指導計画

指導監査事項

　

いる
いる

いない

いる

第１　適切な処遇の確保の状況
特記事項

　 有 　
週案または日案

　

有

　
　

　

　

いる

※全体的な計画（令和３年度分）の写しを添付してください。



オ 園児の国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を ★ 教育保育要領 第2章第4.2(5)

育てるよう配慮していますか。 ☆ 運営基準条例 第24条

カ 園児の性差や個人差にも留意しつつ、性別などによる ★ 教育保育要領 第2章第4.2(6)

固定的な意識を植え付けることがないよう配慮してい
ますか。

３　障害のある子どもの教育・保育

(1)障害のある子どもについては、一人一人の子どもの発達 ★ 教育保育要領 第1章第2.3(1)

援助や障害の状態を把握し、個別的な計画などを作成し
ていますか。

(2)担当保育教諭だけではなく、職員全体で子どもの理解と
援助に取り組んでいますか。　　

(3)家庭との連携を密にし、親の思いを受け止め、必要に応じ ★ 教育保育要領 第1章第2.3(1)

て専門機関からの助言をうけるなどの対応をしていますか。

(4)障害のある子どもが行事等（入卒園式、発表会、運動会 ★ 教育保育要領 第1章第2.2(3)サ

等）へ参加する際は、障害の状態に配慮した支援を行っ
ていますか

★ 教育保育要領 第1章第2.3(1)

４　小学校との連携

(1)小学校の児童との交流、職員同士の交流、情報共有や ★ 教育保育要領 第1章第2.1(5)

相互理解など、小学校との積極的な連携を図ってい
ますか。

【いる場合具体的に】

(2)『園児指導要録』について ★ 認こ園規則 第30条第1項

ア 国の様式に準じて作成されていますか。 ★

イ 小学校へ送付していますか。
★ 認こ園規則 第30条第2項

ウ 原本は園で保管していますか。
★ 認こ園規則 第30条第2項

児童処遇　３ （３こども）

(5)医師からの指示書を提出された子どもがいますか。

　
↓

　

　 いる

　 いる

　

いる

いない

いる

いる

いない

特記事項指導監査事項

いない

いない

いない

いない　

いない

いない

いる

いる

いない

いる

　

いない

いる

いる

　

　

　 いる

　

いない

「幼保連携型認定こども園園児指
導要録要録の改善及び認定こども
園こども要録の作成等に関する留
意事項等について」（通知）（平
成30年3月30日3府省課長通知）



５　教育・保育の記録
(1) 園児台帳等を整備し、園児の状況を適切に把握していま

すか。

保護者等家族欄の記載

緊急連絡先（２か所以上）

自宅近所の見取り図　

かかりつけの医師

疾病の記録（アレルギー等）

健康診断の記録 ★ 学教規則 第28条第4号

身体測定の記録

教育・保育経過の記載 ★ 学教規則 第28条第4号

予防接種の記録

(2)教育・保育日誌等を整備していますか。
日誌 ★ 学教規則 第28条第2号

出席簿　 ★ 学教規則 第28条第4号

☆ 運営基準条例 第12条

６ 健康管理
(1)学校医及び学校歯科医、検査機関等の設置状況

★ 学保法 第23条第1項

★ 学保法 第23条第2項

★ 学保法 第23条第2項

(2)学校医による定期健康診断を全員実施していますか。 ★ 認こ園規則 第27条

★ 学保法 第13条第1項

また、結果は適正に記録し、保管されていますか。 ★ 学保規則 第5条

★ 学保規則 第8条第1・5項

　

月 日 　 　

月 日 　 その他（ ）

月 日 　 　

月 日 　 その他（ ）

月 日 　 　

月 日 　 その他（ ）

月 日 　 　

月 日 　 その他（ ）

　 　

　 その他（ ）

誰が実施してますか

　 　

　 その他（ ）

児童処遇　４ （３こども）

ぎょう虫検査

台帳

尿検査 　 有 　 無

歯科検診 　 有

いないいる

　

　 無
台帳

　

無

台帳

　

　

有

　

　

有

無

有

無

無

区分

　

無

医師名（診療科）・機関名

　

無

有 　

内科健診

　

学校医 　

ぎょう虫検査 　 有

学校薬剤師

無

学校歯科医 無

有

　有 無

契約書等

　

実施状況の有無・実施日 記録

　 有 　

無　 有

有　

　 有 　

台帳

無

無

　 有

　 無

有

　

指導監査事項 特記事項

無

　 有 　 無

有 　　

　 有 　

　

　 　

　

無

有

有

　

　

無

　

無
無

無

無

 【ある場合】 　

有 　 無

尿検査 　

入園時検診
（途中入園含

む）

無

　 その他（　　　　　　　）

無台帳

その他
台帳 無

学校医が実施

　



(3)定期健康診断の日に欠席した児童の健康診断はどうして ★ 学保規則 第5条

いますか。

認定こども園で再実施した。

保育教諭等が学校医等検査機関に連れて行って実施した。

保護者等に学校医等検査機関に連れて行ってもらい、

その結果を提出してもらった。

未実施。

その他（ )

(4)健康診断の結果を適宜家庭へ連絡し、保護者が子どもの ★ 学保規則 第9条

状態を理解できるよう配慮していますか。

(5)精密検査・再検査等を要する旨の所見があった場合は ★ 学保法 第14条

児童の保護者から、検査結果等の提出を求め、記録して ★ 学保規則 第9条第3号

いますか。

(6)麻しん、風疹等の予防接種の状況を把握し、未接種児童 ★ 教育保育要領 第3章第1.3(2)

の勧奨をしていますか。

(7)SIDSへの配慮について。
・ 特に睡眠中の乳児からは目を離さないようにしていま ★ 教育保育要領 第3章第3.2(2)

すか。

・ 確認の記録を取っていますか。

(8)アレルギー性疾患が疑われるときは、医師の診断による
指示を原則とし、家庭との連絡を密にしていますか。 ★ 教育保育要領 第3章第2.6

(9)定期健康診断や入所時健康診断以外にも、児童の健康
保持等のため、学校医から随時必要な指導、助言等を
受けていますか。

(10)令和２年度において感染症が発生したことがありましたか。 ★ 教育保育要領 第3章第1.3(2)

学校医、市、保健所等に連絡し、指示に従いましたか。

(11)感染症予防を理由とした一部休業時に、子ども保育課・ ★ 学保法 第20条

保健所へ連絡しましたか。 ★ 学保令 第5条

(12)感染症を理由として出席を停止させた園児はいましたか。 ★ 学保法 第19条

★ 学保令 第6条

児童処遇　５ （３こども）

尿検査

いる

　

　

いる

　 いる

　

　

いない

いない

　

　 ある ない

　

いる

いる

いない

ぎょう虫検査 　 いる いない

内科健診 　 いる

いない

いない

歯科検診 　 いない

指導監査事項

いない

いない

いない

いない

　

　

　

　

　

いない

いる

いる

　 いる

└→

いる

いる

　

いる

　

いない

特記事項



(11)体調不良や傷害の発生及び慢性疾患の児童に対しては、 ☆ 運営基準条例 第18条

かかりつけ医や嘱託医の指示に基づき、適切な対応 ★ 教育保育要領 第3章第1.3(2)

を行っていますか。

７　保護者との連携
☆ 運営基準条例 第5条

(2)保護者と密接に連絡をとるために次のようなことをして ★ 幼保基準条例 第27条

いますか。
ア 日々の連絡 ★ 教育保育要領 第4章第2.1

連絡帳 掲示板 口頭 その他 （ ）

連絡帳 掲示板 口頭 その他 （ ）

イ 園だより等
園だより ( )

クラスだより ( )

ウ 懇談会等 ★ 教育保育要領 第4章第2.2

保護者参観 年 （ ） 回 ★ 教育保育要領 第4章第2.3

懇談会 年 （ ） 回

保護者会の結成

☆ 運営基準条例 第17条

(4)保護者の負担状況

ア 実費徴収する場合、重要事項説明書に記載するほか、 ☆ 運営基準条例 第5条第1項

保護者に説明を行うなど、事前に承諾を得ていますか。 ☆ 運営基準条例 第13条第6項

イ 保護者に過度な負担を強いたり、斡旋業者からの利益 ☆ 運営基準条例 第13条第1項

供与(リベート、キックバック等)はありますか。 ☆ 運営基準条例 第13条第3項

☆ 運営基準条例 第13条第4項

(5)長期欠席児童
ア 令和2・3年度で、１か月以上の長期欠席児童はいましたか。

【いた場合の対応について】

欠席事由は把握していましたか ★ 教育保育要領 第3章第1.1(3)

久留米市には連絡をとっていましたか ★ 教育保育要領 第4章第2.9

保護者とは連絡をとっていましたか

(6)虐待等への対応
ア 日頃から子どもの心身の状態を観察し、虐待等の早期 ★ 児童虐待防止法 第5条

発見に努めるよう職員に周知していますか。 ★ 教育保育要領 第3章第1.1(3)

イ 虐待が疑われる場合の通告、相談先、連携等の対処に ★ 児童虐待防止法 第6条

ついて研修等を行っていますか。 ★ 教育保育要領 第4章第2.9

ウ 保護者に対して、児童虐待防止のための啓発を行って
いますか。

児童処遇　６ （３こども）

いない

　 いる

　

　

　

いた

ない

いない

ない

いない

いる

ある

有

いる

ないいる

いない

　

(3)保護者からの相談に適切に対応し、記録していますか。

　

いた

　

　

　

いない

いる

いない

いた　
　

無

いる

特記事項

乳児

(1)保護者へ重要事項説明書を提示し、説明していますか。

指導監査事項

　

幼児

無

月1回

その他

↓
いた いない

無

無

　

いない

無その他

ない

月1回

いる　



エ 現在、「気になる子ども」がいますか。

オ 子どもの心身に有害な影響を与える行為をしていま ☆ 運営基準条例 第25条

せんか

カ 不適切な保育について、園内で話し合ったことがありま
すか。

(7)開園日・時間等の設定

ア 延長保育の時間帯に、園児数に応じて常時２名以上の ★ 幼保基準条例 第9条第3項但書

保育教諭を配置していますか。

イ 日祝日以外休園した日がありますか。 ★ 幼保基準条例 第16条第1項

（12月29日～1月3日を除く） ★ 幼保基準取扱通知 4(1)

【ある場合】
★ 学保法 第20条

年 月 日
年 月 日
年 月 日

ウ 保育を必要とする園児に対して、土曜日や行事の日等、 ☆ 公定価格留意事項 別紙４Ⅳ３ 

保護者が預けにくさを感じるようなアンケートを取ったり、 ☆ 公定価格ＦＡＱ 118,153

話をしたりしていませんか。

エ 弁当・おやつを持参させていますか。
☆ 公定価格ＦＡＱ 116

【いる場合は、理由・内容を記入してください】

(8)通園バス
ア 通園バスを運行していますか。

【運行している場合】

(ｱ) 運行台数

(ｲ) 利用者数

(ｳ) バス運行経費の保護者負担の状況 ☆ 運営基準条例 第13条第4項

円

イ 陸運支局へ有償運送許可申請書を提出していますか。

ウ 運転日誌は備えていますか(バス以外の公用車を含む)

児童処遇　５7 （３こども）

　

いる いない

いる いない

いる

有 　

台

　

月額

特記事項

無

指導監査事項

　 いる

　

　 いる

↓

【いる場合、気になる子の状況及び対応を記入ください】

人/日

　

いない

いない

いない

いる

いる

　 いない

ない

理由

いる

　

　

↓
　

ある

↓

年月日

いない

　

いる

↓

　 いない

いない

★「不適切な保育」とは、「保育
所での保育士等による子どもへの
関りについて、保育所保育指針に
示す子どもの人権・人格の尊重の
観点に照らし、改善を要すると判
断される行為」とする。

（ 参照：施設総括３ ）

（ 参照：施設会計５ ）



１　保健衛生の状況

(1)園で使用する医療品のうち常備しているものを
○で囲んでください。

体温計 水枕 消毒薬 絆創膏

その他（ ）
(2)使用する医薬品・保健管理用具等の管理に関し、 ★ 学保規則 第24条

学校薬剤師は必要な指導及び助言を行っていますか。

(3)やむを得ず園内で薬剤を投与するときは、毎日保護者 ★ 要領解説 第3章第2節(3)⑤

から投与依頼書等を徴していますか。

(4)便所、手洗場等に共用タオルを設置していませんか。

(5)水分補給等で使用するコップを共有していませんか。

(6)職員及び園児の手洗い、うがいの励行など衛生教育の
徹底をしていますか。

(7)感染症予防の助言、啓発を行っていますか。

【いる場合どのような方法で行っていますか】

口頭 園だより その他（ ）

(8)プール使用時は、プール管理日誌を作成していますか。

(9)プールの水質は、遊離残留塩素濃度が0.4mg/L以上に ★ 学保法 第6条第2項

保たれていますか。 ★ 学校環境衛生基準 第4 1(1)

★ 学校環境衛生基準 第5 1(10)

・ビニールプール等も水質管理し、記録していますか。

(10)消毒・清掃等の状況は適切ですか。

年 月 日 ★ 学校環境衛生基準 第2 1

年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

(11)学校環境衛生基準に基づき、毎学年定期に環境衛生検査を ★ 学保法 第5条第2項

行っていますか。 ★ 学保規則 第1条

児童処遇　８ (３こども）

↓

　

いない

　

寝具

　

いる

井戸水質検査
園舎
調理室

適切

　

特記事項

　 いない

指導監査事項

便所

いる

　 　

いない

　

　

実施方法区分

いない

いない

　

年月日

　

　

いる いない

　

　

　 いる

　

↓

いる

　 　

いる

いない

いない

適切でない

いる

　

第２　処遇の充実

いる

いる

いる いない

いない

　



２　事故防止策・安全管理

(1)園児の事故の発生状況 ☆ 運営基準条例 第32条第4項

件

件

※事故件数について

・災害や傷害による医療費等の保険請求をした。
・骨折、けが等により認定こども園から病院へ連れて行った。
・認定こども園が事故に関して医療費・見舞金等の支払いを
　した。などに該当する事故の件数を計上してください。

(2)事故の内容、経過、事故後の対応、再発防止対策等に ☆ 運営基準条例 第32条第3項

ついて事故処理簿等に記載していますか。

(3)日常的に施設設備の安全点検をしていますか。 ★ 学保規則 第29条

(4)学校安全計画、危険等発生時対処要領を作成していますか。 ★ 学保法 第27条

★ 学保法 第29条第1項

(5)安全管理に関する、職員間の共通理解に努めていますか。 ★ 学保法 第29条第2項

★ 教育保育要領 第3章第3.2(1)

★ 教育保育要領 第3章第3.2(3)

(6)プール活動・水遊びの場面で重大事故が発生しやすい
ことを踏まえ、必要な対策を講じていますか。 ★ 教育保育要領 第3章第3.2(2)

↓
【実施していることがありましたら記入してください。】

３　職員配置、職員研修等について
（1）専任（専従）の園長を設置していますか。 ★ 認こ園法 第14条第1項

★ 幼保基準条例 第9条第3項備考4

ア　次の書類等は整備していますか。

（2）園長が兼務の場合、以下に記入してください。

イ 教育・保育に直接従事する職員を一人増員していますか。 ★ 幼保基準条例 第9条第3項備考4

ウ 副園長・教頭には、イを除く職員を配置していますか。 ☆ 公定価格留意事項 別紙3Ⅲ2(1)ⅳ 

児童処遇　９

いる いない

いない

いる

(３こども）

いる

いない

　

　

特記事項

Ｒ３年度の事故件数（監査日前々月末日現在）

いる

Ｒ２年度の事故件数

　

いない

　

　辞令

　出勤簿（又はタイムカード)

いない

無

　

　

いないいる

いる

　

　 無

　

　

　

無

有

　

　

　給与台帳

　

　休暇簿

有　出張命令簿 無

有　

有

　 いない

有 　 無

いる

指導監査事項

いない　 いる

（ 参照：施設総括１０ ）



(3)職員会議・研修
ア 職員会議等の実施状況　 回実施 ★ 学教規則 第48条第1項

イ 職員会議録を整備していますか。

ウ 園内研修等の実施状況 回実施 ★ 幼保基準条例 第8条第2項

☆ 運営基準条例 第21条第3項

エ 会議、研修会出席に伴う復命をしていますか。

オ 会議、研修の報告書、資料は職員間で周知していま
すか。

【その周知方法を記載してください】

(4)自己評価

ア 保育教諭等は教育・保育の計画や記録を通して教育・
保育実践を振り返り、自己評価を行っていますか。

【いる場合、どのように行っていますか】

イ 認定こども園として、教育・保育内容等について ★ 認こ園法 第23条

評価を行っていますか。 ☆ 運営基準条例 第16条第1項

【いる場合、どのように行っていますか】

(5)職員の健康管理

ア 職員（臨時・代替含む）を雇入れる際、健康診断を ★ 学保法 第15条第1項

実施していますか。 ★ 学保規則 第12条

★ 労働安全衛生規則 第43条

イ 年１回以上、全職員に対し定期健康診断を実施していま ★ 学保法 第15条第1項

すか。 ★ 労働安全衛生規則 第44条

年 月 日
年 月 日

ウ 健康診断の結果を職員に通知していますか。 ★ 労働安全衛生規則 第51条の4

エ 健康診断の結果を証する書面を保存していますか。 ★ 学保規則 第15条第1項

★ 学保規則 第15条第2項

児童処遇　10 （３こども）

特記事項

いない

いる

いない

いない

↓

平成/令和

　

　 実施 未実施

いない

年

指導監査事項

いる

↓

いる

　

年

　

　

いない

実施年月日
（令和元年度実施分）

　 いる

　

いない

いる

↓

いる

一部職員未実施

いないいる

いる

令和

いない　

　



４　情報提供

(1)保護者及び地域の住民に対して情報提供を行っていますか。 ★ 認こ園法 第24条

☆ 運営基準条例 第28条第1項

ア 提供の方法（具体的に記入してください）

イ 提供している内容（○印を記入）

一日の過ごし方

年間行事計画

認定こども園の教育・保育方針

職員の状況

経営者の名称及び主たる事務所の所在地

延長保育、一時保育利用時の利用料

サービスの提供開始年月日

（延長保育など。ただし一時保育は除く）

その他（ )

５　子育て支援事業

(1) 次に示す子育て支援事業のうち、どの事業を実施していますか。
（該当するものに✓） ★ 認こ園法 第9条

★ 認こ園規則 第2条各号

(2) 子育て相談や親子の集う場を週３日以上開設する等、保護者が ★ 幼保基準条例 第19条

希望するときに利用可能な体制を確保していますか。

(3) 上記の事業について、認定こども園から地域の子育て世帯に ★ 幼保基準条例 第19条

対して働きかける取組を行っていますか。

「いる」場合 ┌──
↓

□ □
□ □ （　　　　　　　　　）

児童処遇　11 （３こども）

いる

相互の交流を行う場所を開設する等により、子どもの養育に関する問題に
つき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必
要な援助を行う事業

□
子育てサークル等の育成
支援ほか

□ 親子の集いの場ほか

□
子育て相談、育児支援家
庭訪問ほか

SNS等の活用 その他

　 いる

□ 一時預かりほか

□
ファミリー・サポート・
センターほか

保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが一時的
に困難となった地域の子どもにつき、認定こども園又はその居宅において
保護を行う事業

地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援
助を行うことを希望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業

いない

自治会やサークルとの連携等 戸別訪問、ポスティング等

子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、
必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要
な情報の提供及び助言を行う事業

いない　

いない

指導監査事項 特記事項

　

　

　

　

　

↓

　

いる

　

　

その他園が実施している･教育・保育の内容に
関する事項

　

　

↓


